
平成３０年度 岡山県水防協議会 次第 

 

日 時:平成３０年５月１４日(月)  

                            １４：００～１６：００ 

場 所:県庁３階 大会議室     

 

 １ 開 会 

 

 ２ あいさつ 

 

 ３ 議 事 

（１）岡山県水防計画の改訂案について（資料１、資料２） 

①水位周知河川の追加 

②水位周知河川の通報先水防管理者の追加 

③直轄河川の洪水予報伝達系統図の変更 

④重要水防箇所の見直し 

⑤岡山地方気象台が発表する注意報及び警報の発表基準の変更 

⑥その他軽微な事項の変更 

 

 ４ 講 話 

（１）『大雨災害（土砂・浸水・洪水）から命を守る危険度分布』 

         岡山地方気象台長  小川 完 様 

 

（２）『「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画について』 

         国土交通省中国地方整備局 

岡山河川事務所 総括保全対策官  大賀 祥一 様 

 

 ５ 閉 会 



 

   資料１   

 

 

 
平成３０年度 岡山県水防協議会 

 

 

 

岡山県水防計画の改訂案について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
岡 山 県 



 

（１）岡山県水防計画の改定案について 
 

①水位周知河川の追加 
 吉井川水系の５河川を水位周知河川に追加指定する。 
 
（「平成２９年度岡山県水防計画書」Ｐ２３～Ｐ２６） 

第４章 注意報及び警報とその措置 

第２節 洪水予報及び水防警報とその措置 

    ３ 岡山県による水位情報の通知及び周知 
 

（１）県知事が水位情報の通知及び周知を行う河川 

【追加】（５河川を追加） 

 

（２）水位観測所 

【追加】（５河川を追加） 

 

河川名 区域 

一級河川吉井川水系 

千 町 川 

起点  左岸 瀬戸内市邑久町尻海 1073 番 1地先 

      右岸 瀬戸内市邑久町尻海 1011 番 2地先 

終点  千町古川との分派点 

 

起点 千町古川との合流点 

終点  吉井川との合流点    

一級河川吉井川水系 

千 町 古 川 

起点 千町川との分派点 

終点  千町川との合流点   

一級河川吉井川水系 

干 田 川 

起点  左岸 瀬戸内市長船町飯井 1180 番 3地先 

      右岸 瀬戸内市長船町飯井1180 番 4地先 

終点  香登川との合流点 

一級河川吉井川水系 

干田川放水路 

起点 干田川との分派点 

終点  吉井川との合流点 

一級河川吉井川水系 

香 登 川 

起点 干田川との分派点 

終点  干田川との合流点 

河川名 観測所名 位置 避難判断水位 氾濫危険水位 担当県民局 通報先水防管理者 

一級河川吉井川水系 

千 町 川 
千 町
せんちょう

 瀬戸内市邑久町本庄 1.70m 2.00m 備 前 
岡山市 

瀬戸内市 一級河川吉井川水系 

千 町 古 川 

一級河川吉井川水系 

干 田 川 

干田
ほ し だ

 瀬戸内市長船町福里 3.20m 3.50m 備 前 瀬戸内市 
一級河川吉井川水系 

干田川放水路 

一級河川吉井川水系 

香 登 川 

水位周知河川の水位観測所一覧は、 

「資料２」に掲載しています。 

※赤字が今回追加する箇所 
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②水位周知河川の通報先水防管理者の追加 
 想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域への見直しにより、水位周知河川のうち４河

川について、水位を通知する市町を追加する。 
 
（「平成２９年度岡山県水防計画書」Ｐ２４～Ｐ２６） 

第４章 注意報及び警報とその措置 

第２節 洪水予報及び水防警報とその措置 

    ３ 岡山県による水位情報の通知及び周知 

 

（２）水位観測所 

【現行】 

 

 

 

【変更】（４河川の通報先水防管理者を追加） 

 

河川名 観測所名 位置 避難判断水位 氾濫危険水位 担当県民局 通報先水防管理者 

一級河川吉井川水系 

吉  野  川 林野
はやしの

 美作市朽木 3.10m 3.60m 美 作 
美作市,美咲町 

 

一級河川吉井川水系 

梶  並  川 火
ひ

の神
かみ

 美作市楢原中 2.60m 3.30m 美 作 美作市 

一級河川吉井川水系 

滝   川 東吉田
ひがしよしだ

 勝田郡勝央町東吉田 1.60m 2.00m 美 作 
美作市,勝央町 

 

一級河川高梁川水系 

小 田 川 

芳井
よ し い

 井原市芳井町吉井 2.70m 3.00m 備 中 井原市,矢掛町 

井原
い ば ら

 井原市西江原町 2.50m 2.90m 備 中 

井原市,笠岡市 

矢掛町 

 

矢掛
や か げ

 小田郡矢掛町矢掛 2.80m 3.20m 備 中 
矢掛町,倉敷市 

 

河川名 観測所名 位置 避難判断水位 氾濫危険水位 担当県民局 通報先水防管理者 

一級河川吉井川水系 

吉  野  川 林野
はやしの

 美作市朽木 3.10m 3.60m 

美 作 

 

備 前 

美作市,美咲町 

勝央町 

和気町 

一級河川吉井川水系 

梶  並  川 火
ひ

の神
かみ

 美作市楢原中 2.60m 3.30m 美 作 美作市,勝央町 

一級河川吉井川水系 

滝   川 東吉田
ひがしよしだ

 勝田郡勝央町東吉田 1.60m 2.00m 美 作 
美作市,勝央町 

奈義町 

一級河川高梁川水系 

小 田 川 

芳井
よ し い

 井原市芳井町吉井 2.70m 3.00m 備 中 井原市,矢掛町 

井原
い ば ら

 井原市西江原町 2.50m 2.90m 備 中 

井原市,笠岡市 

矢掛町 

広島県福山市 

矢掛
や か げ

 小田郡矢掛町矢掛 2.80m 3.20m 備 中 
矢掛町,倉敷市 

笠岡市 

※赤字が今回追加する箇所 

水位周知河川の水位観測所一覧は、 

「資料２」に掲載しています。 
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（３）水位情報周知伝達系統図 

【変更】 
  イ 避難判断水位 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一級河川小田川の井原観測所の水位到達に限り通知を行う。 

              （福山市危機管理防災課 TEL:084-928-1228、FAX:084-926-0845） 

          （広島県東部建設事務所 TEL:084-921-1311、FAX:084-931-9236） 

 

 

ロ 氾濫危険水位 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一級河川小田川の井原観測所の水位到達に限り通知を行う。 

              （福山市危機管理防災課 TEL:084-928-1228、FAX:084-926-0845） 

          （広島県東部建設事務所 TEL:084-921-1311、FAX:084-931-9236） 

 

 

 ※赤字が今回追加する箇所 

関係県民局長 

   

水防本部長 

関係水防管理者（市町村長） 

   

水防関係機関 

   

関係県民局地域事務所 

   

※広島県福山市 

   

※広島県東部建設事務所 

   

危機管理課 

   

関係県民局長 

   

水防本部長 

関係水防管理者（市町村長） 

   

水防関係機関 

   

関係県民局地域事務所 

   

※広島県福山市 

   

※広島県東部建設事務所 

   

危機管理課 

   

陸上自衛隊第１３特科隊 

   

公聴広報課 

   

岡山県警察本部(警備課) 

   

岡山河川事務所 

   

報道機関 
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③直轄河川の洪水予報伝達系統図の変更 
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域への見直しにより、直轄河川の洪水予報伝達

系統図を変更する。 
 
 

（「平成２９年度岡山県水防計画書」Ｐ５３） 
 

別表第３号  洪水予報伝達系統図 旭川及び百間川 【抜粋】 

【現行】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山市 

危機管理室 

 ＴＥＬ 086-803-1082 

  ＦＡＸ  086-234-7066 
備前県民局 

建設部管理課 

ＴＥＬ 086-233-9877 

ＦＡＸ  086-223-1582 

 

情報システム 

【共同発表】 

岡山県 
防災砂防課(水防本部） 
  ＴＥＬ 086-226-7485 
  ＦＡＸ 086-234-2478 
 マイクロ   749-3481 

  マイクロＦＡＸ  749-5891 
   
危機管理課(災害対策本部) 
 ＴＥＬ 086-226-7293 
  ＦＡＸ 086-225-4659 
     (集中配備室) 
 ＴＥＬ 086-226-7372 
  ＦＡＸ 086-226-0091 
 

(情報伝達の二重化及び水防法第13条の2項に基づく) 岡山河川事務所 

防災情報課 

  ＴＥＬ  086-223-5196 

086-223-5101 

  ＦＡＸ  086-234-2297 

  マイクロ     741-282 

  マイクロＦＡＸ   741-399 

岡山市 

危機管理室 

 ＴＥＬ 086-803-1082 

  ＦＡＸ  086-234-7066 
備前県民局 

建設部管理課 

ＴＥＬ 086-233-9877 

ＦＡＸ  086-223-1582 

 

情報システム 

【共同発表】 

岡山県 
防災砂防課(水防本部） 
  ＴＥＬ 086-226-7485 
  ＦＡＸ 086-234-2478 
 マイクロ   749-3481 

  マイクロＦＡＸ  749-5891 
   
危機管理課(災害対策本部) 
 ＴＥＬ 086-226-7293 
  ＦＡＸ 086-225-4659 
     (集中配備室) 
 ＴＥＬ 086-226-7372 
  ＦＡＸ 086-226-0091 
 

(情報伝達の二重化及び水防法第13条の2項に基づく) 
岡山河川事務所 

防災情報課 

  ＴＥＬ  086-223-5196 

086-223-5101 

  ＦＡＸ  086-234-2297 

  マイクロ     741-282 

  マイクロＦＡＸ   741-399 

備中県民局 

建設部管理課 

ＴＥＬ 086-434-7038 

ＦＡＸ  086-427-0151 

倉敷市 

防災危機管理室 

ＴＥＬ 086-426-3131 

ＦＡＸ  086-421-2500 

※赤字が今回追加する箇所 

地域住民 

地域住民 

岡山地方気象台 

ＴＥＬ 086-223-1331 

ＦＡＸ  086-223-7923 

岡山地方気象台 

ＴＥＬ 086-223-1331 

ＦＡＸ  086-223-7923 
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④重要水防箇所の見直し 
  重要水防箇所は、吉井川水系で１箇所を追加指定し、２箇所を削除する。その結果、

１箇所の減とする。 

 

 

重要水防箇所 変更箇所一覧表 
 

【追加箇所】 1 箇所 

番号 水系名 河川名 河川番号 区域 延長(m) 危険状況 理由 

１ 吉井川 吉野川 43 美作市湯郷 右岸 50  漏水 
漏水が発生する恐れがあ

るため。 

合計      +50    

 

 

【削除箇所】 2 箇所 

番号 水系名 河川名 河川番号 区域 延長(m) 危険状況 理由 

１ 吉井川 吉井川 41 津山市一方 右岸 

400  堤防高不足 

河川改修済のため。 

(400) 堤防断面不足 

２ 吉井川 吉井川 84 津山市中島 右岸 

200  堤防高不足 

河川改修済のため。 

(200) 堤防断面不足 

合計      -600   
 

 

（  ）内延長は、同一箇所で「危険状況」が重複している区間 

 

 

 

 

 

※赤字が今回変更する箇所 
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（「平成２９年度岡山県水防計画書」Ｐ１５７ 別表第５７号） 

 

別表第５７号    重要水防箇所総括表 

【現行】 
      区分 

水系 
県 国 土 交 通 省 岡山市 計 

吉  井  川 185箇所 58,690ｍ 175箇所 40,950ｍ － － 360箇所 99,640ｍ 

旭        川 286箇所 81,215ｍ 114箇所 17,105ｍ － － 400箇所 98,320ｍ 

高   梁   川 130箇所 42,240ｍ 130箇所 56,650ｍ － － 260箇所 98,890ｍ 

その他の水系 219箇所 77,910ｍ － － － － 219箇所 77,910ｍ 

海        岸 10箇所 600ｍ － － － － 10箇所 600ｍ 

合        計 830箇所 260,655ｍ 419箇所 114,705ｍ － － 1,249箇所 375,360ｍ 

 

 

【変更】 
     区分 

 水 系 
県 国土交通省 岡山市 計 

吉  井   川 184箇所 58,140ｍ 175箇所 40,950ｍ － － 359箇所 99,090ｍ 

 増 減 -1箇所 -550ｍ 0箇所 0ｍ － － -1箇所 -550ｍ 

旭        川 286箇所 81,215ｍ 114箇所  17,105ｍ － － 400箇所 98,320ｍ 

高   梁   川 130箇所 42,240ｍ 130箇所 56,650ｍ － － 260箇所  98,890ｍ 

その他の水系 219箇所 77,910ｍ － － － － 219箇所 77,910ｍ 

海    岸 10箇所 600ｍ － － － － 10箇所 600ｍ 

合    計 829箇所 260,105ｍ 419箇所 114,705ｍ － － 1,248箇所 374,810ｍ 

 増 減 -1箇所 -550ｍ 0箇所 0ｍ － － -1箇所 -550ｍ 

 

 

 

※赤字が今回変更する箇所 

6



 

⑤岡山地方気象台が発表する注意報及び警報の発表基準の変更 
岡山地方気象台が発表する大雨及び洪水の注意報、警報の発表基準の変更を行う。 

 

○発表基準の変更内容 

  ・大雨注意報や大雨警報(浸水害)の改善を図るため、これらの発表基準に、短時間に

降る局地的な大雨による浸水害発生との相関が雨量よりも高い「表面雨量指数」を

導入する。 

・洪水注意報、洪水警報の発表基準の基となる「流域雨量指数」の計算格子を５km か

ら１km に精度を向上させ、長さ 15km 未満の河川も計算対象とする。 

 

（「平成２９年度岡山県水防計画書」Ｐ１１～Ｐ１４） 

第４章 注意報及び警報とその措置 

第１節 水防活動用の注意報及び警報 

１ 注意報及び警報の種類と発表基準 

 

(１)岡山地方気象台が発表する水防活動用の注意報、警報の種類及び発表基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表基準の修正内容については、「資料２」に掲載しています。 

・１ 大雨注意報基準、２ 洪水注意報基準 

４ 大雨警報基準、５ 洪水警報基準 

 

地中への
浸透が多い。

傾斜地は
水がたまり

にくい。 地中への
浸透が少ない。

地中に水がしみこみやすい
山地や水はけのよい傾斜地
では雨水がたまりにくい。

アスファルトに覆われた都市部や
平坦で水はけの悪い場所では

雨水がたまりやすい。

発表基準

に導入 

大雨注意報 

大雨警報 

（浸水害） 

表⾯雨量指数 

精度改善 
（不要な警報の発表回避等） 

地面の被覆状況や地質、地形勾配等の地理情報を考慮して、降った雨が 

地表面にたまっている量を数値化したもの 

流域雨量指数 

対象地点

河川に流れ出た雨水が
河川に沿って流れ下る。

河川の上流域に降った雨水が地表面を流れたり
地中に浸み込んだりして河川に流れ出る。

流 域

上流から流れてきた雨水が
河川の合流により集められる。

小河川も計算対象河川に含める※1) 

洪水注意報 

洪水警報 

 
発表基準

に導入 

河川の上流域に降った雨水が、地表面や地中を通って河川に流れ出し、 

河川に沿って流れ下る量を数値化したもの 

※1）計算格子を精緻化（５km→１km）し、精度向上を図る。 

流路長１５km 未満の小河川も計算対象に含め、 

国土数値情報に登録された全ての中小河川を 

対象に流域雨量指数を計算する。 

精度改善 
（不要な警報の発表回避等） 
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⑥その他軽微な事項の変更 
旭川ダムの警報局を３箇所追加する。 

 

変更事項 変  更  前 変  更  後 
H29水防計画書 

該当ページ 

 

旭川ダムの 

警報局の追加 

 

１ ｻｲﾚﾝ 備前県民局旭川ダム統合管理事務所 

２ ｻｲﾚﾝ 曲(岡山市北区建部町鶴田) 

３ ｻｲﾚﾝ 鶴田(岡山市北区役所建部支所鶴田連絡所) 

４ ｻｲﾚﾝ 旭川第二ダム 

５ ｻｲﾚﾝ 旭川第二発電所 

６ ｻｲﾚﾝ 福渡(岡山市北区役所建部支所) 

７ ｻｲﾚﾝ 建部(岡山市北区建部町建部上) 

８ ｻｲﾚﾝ 中田(岡山市北区建部町中田) 

９ ｻｲﾚﾝ 鹿瀬(岡山市北区御津鹿瀬) 

10 ｻｲﾚﾝ 小倉(岡山市北区建部町小倉) 

11 ｻｲﾚﾝ 草生(岡山市農協御津草生倉庫) 

12 ｻｲﾚﾝ 御津(岡山市北区役所御津支所) 

13 ｻｲﾚﾝ 宇垣(岡山市北区御津宇垣) 

14 ｻｲﾚﾝ 御津南(岡山市北区御津野々口) 

15 ｻｲﾚﾝ 御津芳谷(岡山市北区御津芳谷) 

16 ｻｲﾚﾝ 中牧(岡山市北区中牧) 

17 ｽﾋﾟｰｶｰ 中牧第二（岡山市北区中牧） 

18 ｻｲﾚﾝ 下牧(岡山市北区下牧) 

19 ｻｲﾚﾝ 下牧第二(岡山市北区下牧) 

20 ｻｲﾚﾝ 玉柏（岡山市北区玉柏） 

21 ｻｲﾚﾝ 岡山市水道局三野浄水場 

22 ｻｲﾚﾝ 岡山県庁 

23 ｻｲﾚﾝ 平井（岡山市中区平井） 

24 ｻｲﾚﾝ 洲崎(岡山市南区洲崎) 

 

 

１ ｻｲﾚﾝ 備前県民局旭川ダム統合管理事務所 

２ ｻｲﾚﾝ 曲(岡山市北区建部町鶴田) 

３ ｻｲﾚﾝ 鶴田(岡山市北区役所建部支所鶴田連絡所) 

４ ｻｲﾚﾝ 旭川第二ダム 

５ ｻｲﾚﾝ 旭川第二発電所 

６ ｻｲﾚﾝ 福渡(岡山市北区役所建部支所) 

７ ｻｲﾚﾝ 建部(岡山市北区建部町建部上) 

８ ｻｲﾚﾝ 中田(岡山市北区建部町中田) 

９ ｻｲﾚﾝ 鹿瀬(岡山市北区御津鹿瀬) 

10 ｻｲﾚﾝ 小倉(岡山市北区建部町小倉) 

11 ｻｲﾚﾝ 草生(岡山市農協御津草生倉庫) 

12 ｻｲﾚﾝ 御津(岡山市北区役所御津支所) 

13 ｻｲﾚﾝ 宇垣(岡山市北区御津宇垣) 

14 ｻｲﾚﾝ 御津南(岡山市北区御津野々口) 

15 ｻｲﾚﾝ 御津芳谷(岡山市北区御津芳谷) 

16 ｻｲﾚﾝ 中牧(岡山市北区中牧) 

17 ｽﾋﾟｰｶｰ 中牧第二（岡山市北区中牧） 

18 ｻｲﾚﾝ 下牧(岡山市北区下牧) 

19 ｻｲﾚﾝ 下牧第二(岡山市北区下牧) 

20 ｻｲﾚﾝ 玉柏（岡山市北区玉柏） 

21 ｻｲﾚﾝ 原（岡山市北区原） 

22 ｻｲﾚﾝ 三野（岡山市水道局三野浄水場） 

23 ｻｲﾚﾝ 西川原（岡山市中区西川原） 

24 ｻｲﾚﾝ 岡山県庁 

25 ｻｲﾚﾝ 二日市（岡山市北区二日市） 

26 ｻｲﾚﾝ 平井（岡山市中区平井） 

27 ｻｲﾚﾝ 洲崎(岡山市南区洲崎) 

 

 

P57～P58 

 

 

 

 

 

 

※赤字が今回追加する箇所 
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平成３０年度 岡山県水防協議会 
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水位周知河川について 
 

 

１ 概要 

市町村が「避難勧告」等を発令する際の目安となる「氾濫危険水位」（洪

水特別警戒水位）に達した時点で、河川管理者が市町村へ通知を行う。 

岡山県では平成２９年度から、市町村が「避難準備・高齢者等避難開始」

を発表する際の目安となる「避難判断水位」に達した時点においても、市町

村へ通知している。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル 水位 水位周知河川で発表する情報 市町村の対応

（
注
意

）

2

5

（
危
険

）

4

（
警
戒

）

3

氾濫の発生

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫危険水位情報
避難勧告等の

発令判断の目安

避難準備・高齢者

等避難開始の

発表判断の目安
避難判断水位情報

（洪水特別警戒水位）

（岡山県では平成２９年度から通知）

水位周知河川で発表する情報と市町村の対応 

1



 

 

洪水浸水想定区域について 
 

 

１ 概要 

河川が氾濫した場合に、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定され

る水深をシミュレーションにより求めたものである。 

洪水浸水想定区域図をもとに、市町村において災害時の対応や避難場所の

位置等の情報を具体的に記載したハザードマップが作成される。 

 

 

２ 洪水浸水想定区域の指定の前提となる降雨 

平成 27 年の水防法改正により、洪水浸水想定区域の指定の前提となる降

雨が、従前の河川整備の基本となる計画降雨から、想定最大規模降雨（※１）

に変更となった。 

 

（※１）想定最大規模降雨とは 

激化する水災害に対処するため、施設では守りきれない事態を想定し、

日本を降雨の特性が似ている 15 の地域に分け、それぞれの地域において

過去に観測された最大の降雨量により設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

現行の洪水に係る浸水想定区域 想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域 

※イメージ図 
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（「平成２９年度岡山県水防計画書」Ｐ２４～Ｐ２６）

（２）水位観測所

河 川 名 観 測 所 名 位 置 避難判断水位 氾濫危険水位 担 当 県 民 局 通報先水防管理者

吹屋町 津山市吹屋町 2.20m 3.20m 美 作 津山市
ふ き や ま ち

小 桁 津山市小桁 5.20 6.40 美 作 津山市,美咲町
お げ た

一級河川吉井川水系 美 作 美咲町
塚 角 久米郡美咲町塚角 4.20 5.90
つ か つ の

吉 井 川 備 前 赤磐市

周 匝 赤磐市周匝 3.70 6.20 備 前 赤磐市,和気町
す さ い

佐 伯 和気郡和気町矢田 6.60 8.80 備 前 和気町
さ え き

一級河川吉井川水系
千 町 川 岡山市

千 町 瀬戸内市邑久町本庄 1.70 2.00 備 前
せ ん ち よ う

一級河川吉井川水系 瀬戸内市
千 町 古 川

一級河川吉井川水系
干 田 川

一級河川吉井川水系
干田川放水路 干 田 瀬戸内市長船町福里 3.20 3.50 備 前 瀬戸内市

ほ し だ

一級河川吉井川水系
香 登 川

一級河川吉井川水系
吉永中 和気郡和気町吉田 2.80 3.30 備 前 備前市,和気町
よしながなか

金 剛 川

一級河川吉井川水系
板屋上 備前市吉永町神根本 2.80 3.20 備 前 備前市,和気町
い た や か み

八 塔 寺 川

美作市,美咲町美 作一級河川吉井川水系 勝央町
吉 野 川 林 野 美作市朽木 3.10 3.60

は や し の

備 前 和気町

一級河川吉井川水系
火の神 美作市楢原中 2.60 3.30 美 作 美作市,勝央町
ひ かみ

梶 並 川

一級河川吉井川水系
日 上 津山市川崎 4.10 4.40 美 作 津山市
ひ か み

加 茂 川

一級河川吉井川水系
東一宮 津山市東一宮 2.70 3.20 美 作 津山市

ひがしいちのみや

宮 川

一級河川吉井川水系 美作市,勝央町
東吉田 勝田郡勝央町東吉田 1.60 2.00 美 作
ひがしよしだ

滝 川 奈義町

勝 山 真庭市草加部 2.60 2.80 美 作 真庭市
か つ や ま

落 合 真庭市法界寺 4.40 4.70 美 作 真庭市
お ち あ い

一級河川旭川水系
福 渡

岡山市北区
5.90 6.40 備 前 岡山市

ふ く わ た り

旭 川 建部町福渡

金 川
岡山市北区

4.70 5.10 備 前 岡山市
か な が わ

御津金川

下 牧 岡山市北区下牧 5.80 6.40 備 前 岡山市
し も ま き

※赤字が今回追加する箇所（①水位周知河川の追加）
※青字が今回追加する箇所（②水位周知河川の通報先水防管理者の追加）
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河 川 名 観 測 所 名 位 置 避 難 判 断 水 位 氾濫危険水位 担 当 県 民 局 通報先水防管理者

一級河川旭川水系
正 崎 赤磐市正崎 2.50m 3.00m 備 前 赤磐市
し よ う ざ き

砂 川
上 道 岡山市東区竹原 5.20 5.70 備 前 岡山市
じ ょ う と う

一級河川旭川水系
垂 水 真庭市下方 2.80 2.90 美 作 真庭市
た る み

備 中 川

一級河川旭川水系 岡山市
宇 甘 岡山市北区 3.30 3.60 備 前
う か い

宇 甘 川 御津宇甘 吉備中央町

昭和橋 新見市高尾 2.50 2.90 備 中 新見市
しょうわばし

正 田 新見市新見 2.80 3.20 備 中 新見市
し ょ う で ん

一級河川高梁川水系
長 屋 新見市長屋 4.70 5.10 備 中 新見市
な が や

高 梁 川

方 谷 高梁市高倉町飯部 4.70 5.10 備 中 高梁市
ほ う こ く

高 梁 高梁市落合町近似 4.40 4.80 備 中 高梁市
た か は し

広 瀬 高梁市松山 7.30 8.00 備 中 総社市,高梁市
ひ ろ せ

芳 井 井原市芳井町吉井 2.70 3.00 備 中 井原市,矢掛町
よ し い

一級河川高梁川水系 井原市,笠岡市
井 原 井原市西江原町 2.50 2.90 備 中 矢掛町
い ば ら

小 田 川 広島県福山市

矢掛町,倉敷市
矢 掛 小田郡矢掛町矢掛 2.80 3.20 備 中
や か げ

笠岡市

一級河川高梁川水系
成 羽 高梁市成羽町下原 4.00 4.40 備 中 高梁市
な り わ

成 羽 川

二級河川笹ｹ瀬川水系
首 部 岡山市北区首部 4.80 5.10 備 前 岡山市
こ う べ

笹 ヶ 瀬 川

二級河川笹ｹ瀬川水系
宮瀬橋 岡山市北区一宮 3.80 4.10 備 前 岡山市
み や せ ば し

砂 川

二級河川倉敷川水系 備 中 倉敷市,早島町
彦 崎 岡山市南区彦崎 2.90 3.00
ひ こ さ き

倉 敷 川 備 前 岡山市

二級河川里見川水系
浅口市金光町

倉敷市,浅口市
金 光

占見新田
3.10 3.50 備 中

こ ん こ う

里 見 川 里庄町

※青字が今回追加する箇所（②水位周知河川の通報先水防管理者の追加）
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重要水防箇所について

１ 概 要

堤防高が低い箇所、堤防断面の不足する箇所、漏水箇所、※陸閘が設置されている

箇所など、洪水、高潮等に際して水防上特に注意を要する箇所として、県水防計画に

定めるものである。

市町村は、水防活動時には、この重要水防箇所を重点的に巡視・点検し、異常を発

見した場合には直ちに水防作業を開始しなければならない。

※陸閘：河川等の堤防を通常時は通行が可能なよう途切れさせてあり、出水時には

それをゲート等で塞いで堤防の役割を果たすよう設けられた施設

２ 重要水防箇所評定基準案（平成１８年、国交省河川局治水課長通達）

以下の項目に従い、重要水防箇所の評定を行っている。

評 定 項 目 評 定 基 準

堤防高 堤防は計画どおりの高さかどうか

堤防断面 堤防断面は計画どおり確保されているかどうか

法崩れ・すべり 法崩れやすべりの実績がある箇所で、その対策が取られているか

漏水 漏水の実績がある箇所で、その対策が取られているか

水衝・洗掘 流水により深堀りされる部分の対策がとられているか

工作物 河川を横断する工作物の桁下高等が基準どおり確保されているか

※ その他「要注意区間」として、出水期中の工事箇所、築造後３年以内の新堤防、

陸閘設置箇所等がある。

【堤防高不足】 【堤防断面不足】 【漏 水】

完成した時の 完成した時の
堤防の高さ 堤防断面

 今の堤防は高さが
不足しています

  

 今の堤防は幅が
不足しています
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（「平成２９年度岡山県水防計画書」Ｐ１１～Ｐ１４）

１ 大雨注意報基準
市町村を

市町村 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準まとめた地域

岡山地域 岡山市 10 82

玉野市 9 84

瀬戸内市 9 101

吉備中央町 7 85

東備地域 備前市 7 112

赤磐市 9 102

和気町 8 105

倉敷地域 倉敷市 10 80

総社市 10 83

早島町 10 83

井笠地域 笠岡市 8 81

井原市 7 82

浅口市 8 84

里庄町 6 84

矢掛町 6 89

高梁地域 高梁市 6 93

新見地域 新見市 7 98

庭地域 真庭市 6 88

新庄村 8 102

津山地域 津山市 9 91

鏡野町 8 91

久米南町 8 96

美咲町 6 88

勝英地域 美作市 6 99

勝央町 7 101

奈義町 7 101

西粟倉村 6 101

※赤字が今回変更する箇所
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２ 洪水注意報基準
市町村をま 市町村 流域雨量指数基準 複合基準 指定河川洪水予報
とめた地域 による基準

岡山地域 岡山市 倉安川流域=3.2 吉井川流域=（7，61.1） 旭川［下牧・三野・相生橋］
砂川（東区）流域=15.7 旭川流域=（5，26.8） 百間川［原尾島橋］
宇甘川流域=15.8 百間川流域=（7，2.7） 吉井川［津瀬・御休］
倉敷川流域=11.6 倉安川流域=（8，2.3） 笹ヶ瀬川水系笹ヶ瀬川・足守川
砂川（北区）流域=5.6 砂川(東区)流域=（5，8.9） ［笹ヶ瀬・甫崎］

宇甘川流域=（7，15.8）
笹ヶ瀬川流域=（5，17.7）
足守川流域=（7，10.8）

玉野市 宇藤木川流域=3 － －

瀬戸内市 干田川流域=4.8 干田川流域=（7，4.8） 吉井川［御休］

吉備中央町 宇甘川流域=13.7 宇甘川流域=（5，11） －
豊岡川流域=5.2 豊岡川流域=（5，4.2）

東備地域 備前市 金剛川流域=11.7 金剛川流域=（5，10.5） 吉井川［津瀬・御休］
八塔寺川流域=12.4 八塔寺川流域=（5，12.1）
伊里川流域=7.5 伊里川流域=（5，7.5）

赤磐市 砂川流域=10.9 吉井川流域=（7，32.9） 吉井川［津瀬］
砂川流域=（7，9.5）

和気町 － 吉井川流域=（5，31.6） 吉井川［津瀬］
金剛川流域=（5，18.3） 金剛川［尺所］

倉敷地域 倉敷市 倉敷川流域=2.4 小田川流域=（5，11.6） 高梁川［日羽・酒津］
里見川流域=10.5 倉敷川流域=（5，2.3） 小田川［矢掛］
足守川流域=14.7 里見川流域=（7，7.3）

総社市 槇谷川流域=9.8 高梁川流域=（5，35.1） 高梁川［日羽・酒津］

早島町 汐入川流域=1.5 － －

井笠地域 笠岡市 小田川流域=22.5 － －

井原市 小田川流域=20.7 小田川流域=（5，16） －

浅口市 里見川流域=8.4 里見川流域=（5，8.4） －

里庄町 里見川流域=3.6 里見川流域=（5，3.6） －

矢掛町 小田川流域=25.6 小田川流域=（5，25.6） －

高梁地域 高梁市 高梁川流域=43.8 成羽川流域=（5，26.4） －
成羽川流域=36.4

新見地域 新見市 高梁川流域=16.3 高梁川流域=（5，16.3） －
小坂部川流域=17.2 小坂部川流域=（5，13.8）
西川流域=16.4 西川流域=（5，13.1）

真庭地域 真庭市 旭川流域=18.3 旭川流域=（5，12.5） －
備中川流域=13.5 備中川流域=（5，10.8）
月田川流域=10 月田川流域=（5，8）

新庄村 新庄川流域=11.3 － －

津山地域 津山市 吉井川流域=21.5 吉井川流域=（7，17.1） －
加茂川流域=24.3 加茂川流域=（7，19.4）
宮川流域=8 宮川流域=（7，6.4）
倭文川流域=8.1 倭文川流域=（7，6.5）

鏡野町 吉井川流域=27.4 吉井川流域=（7，21.9） －
香々美川流域=9.9 香々美川流域=（7，7.9）

久米南町 誕生寺川流域=10.2 誕生寺川流域=（5，9.2） －

美咲町 吉井川流域=43.3 吉井川流域=（5，34.6） －
吉野川流域=30.8 吉野川流域=（5，24.6）
甲和気川流域=3.6 甲和気川流域=（5，2.9）
旭川流域=44.8

勝英地域 美作市 吉野川流域=19.8 吉野川流域=（5，15.8） －
梶並川流域=14.7 梶並川流域=（6，9.4）
滝川流域=12 山家川流域=（6，7）
山家川流域=8.8

勝央町 滝川流域=9.9 滝川流域=（5，9.2） －

奈義町 滝川流域=8.1 － －

西粟倉村 吉野川流域=12.6 吉野川流域=（5，12.6） －

複合基準：（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値

※赤字が今回変更する箇所
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４ 大雨警報基準
市町村を

市町村 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準まとめた地域

岡山地域 岡山市 14 102

玉野市 14 104

瀬戸内市 14 125

吉備中央町 12 105

東備地域 備前市 16 139

赤磐市 15 126

和気町 12 130

倉敷地域 倉敷市 16 99

総社市 16 103

早島町 16 103

井笠地域 笠岡市 13 101

井原市 11 102

浅口市 14 104

里庄町 10 104

矢掛町 9 111

高梁地域 高梁市 11 115

新見地域 新見市 10 125

真庭地域 真庭市 10 112

新庄村 12 130

津山地域 津山市 12 116

鏡野町 14 116

久米南町 12 122

美咲町 9 112

勝英地域 美作市 11 126

勝央町 11 129

奈義町 10 128

西粟倉村 10 128

※赤字が今回変更する箇所
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５ 洪水警報基準
市町村をま 市町村 流域雨量指数基準 複合基準 指定河川洪水予報
とめた地域 による基準

岡山地域 岡山市 倉安川流域=4 旭川流域=（8，29.8） 旭川［下牧・三野・相生橋］
砂川（東区）流域=19.7 百間川流域=（8，3） 百間川［原尾島橋］
宇甘川流域=19.8 倉安川流域=（12，2.6） 吉井川［津瀬・御休］
倉敷川流域=14.6 宇甘川流域=（8，18.2） 笹ヶ瀬川水系笹ヶ瀬川・足守川
砂川（北区）流域=7 笹ヶ瀬川流域=（8，19.7） ［笹ヶ瀬・甫崎］

足守川流域=（8，12）

玉野市 宇藤木川流域=3.7 － －

瀬戸内市 干田川流域=6 干田川流域=（7，5.4） 吉井川［津瀬・御休］

吉備中央町 宇甘川流域=17.2 宇甘川流域=（5，15.4） －
豊岡川流域=6.5 豊岡川流域=（5，5.8）

東備地域 備前市 金剛川流域=14.7 金剛川流域=（5，12.3） 吉井川［津瀬・御休］
八塔寺川流域=15.6 八塔寺川流域=（5，13.4）
伊里川流域=9.4 伊里川流域=（13，8.4）

赤磐市 砂川流域=13.7 吉井川流域=（9，36.6） 吉井川［津瀬］
砂川流域=（7，12.3）

和気町 － 吉井川流域=（7，35.1） 吉井川［津瀬］
金剛川流域=（7，20.3） 金剛川［尺所］

倉敷地域 倉敷市 倉敷川流域=3 倉敷川流域=（8，2.6） 高梁川［日羽・酒津］
里見川流域=13.2 里見川流域=（8，9.4） 小田川［矢掛］
足守川流域=18.4 笹ヶ瀬川水系笹ヶ瀬川・足守川

［笹ヶ瀬・甫崎］

総社市 槇谷川流域=12.3 高梁川流域=（8，39） 高梁川［日羽・酒津］

早島町 汐入川流域=2.2 － －

井笠地域 笠岡市 小田川流域=28.2 － －

井原市 小田川流域=25.9 小田川流域=（5，17.8） －

浅口市 里見川流域=10.6 － －

里庄町 里見川流域=4.6 － －

矢掛町 小田川流域=32.1 － －

高梁地域 高梁市 高梁川流域=54.8 成羽川流域=（5，40.9） －
成羽川流域=45.5

新見地域 新見市 高梁川流域=20.4 高梁川流域=（5，18.3） －
小坂部川流域=21.6 西川流域=（5，18.4）
西川流域=20.5

真庭地域 真庭市 旭川流域=36.6 旭川流域=（5，36.1） －
備中川流域=16.9 備中川流域=（5，15.2）
月田川流域=12.6 月田川流域=（5，11.3）

新庄村 新庄川流域=16.2 － －

津山地域 津山市 吉井川流域=43 吉井川流域=（7，40.5） －
加茂川流域=30.4 加茂川流域=（7，27.3）
宮川流域=13.6 倭文川流域=（7，9.1）
倭文川流域=10.2

鏡野町 吉井川流域=34.3 吉井川流域=（7，30.8） －
香々美川流域=12.4 香々美川流域=（7，11.1）

久米南町 誕生寺川流域=12.8 誕生寺川流域=（5，11.5） －

美咲町 吉井川流域=54.2 吉井川流域=（5，48.7） －
吉野川流域=38.5 吉野川流域=（5，33.4）
甲和気川流域=4.5 甲和気川流域=（5，4）
旭川流域=56

勝英地域 美作市 吉野川流域=24.8 吉野川流域=（5，22.3） －
梶並川流域=19.5 梶並川流域=（7，10.4）
滝川流域=15.1 山家川流域=（7，10.9）
山家川流域=11

勝央町 滝川流域=12.4 滝川流域=（5，10.2） －

奈義町 滝川流域=10.2 － －

西粟倉村 吉野川流域=15.8 － －

複合基準：（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値

※赤字が今回変更する箇所
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